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【 請 求 項 １ 】
　

　 カ ー ト リ ッ ジ 内 に 収 納 さ れ た 消 耗 品 の 推 定 使 用 量 を 測 定 す る た め の 測 定 手 段 と
、
　 前 記 推 定 使 用 量 が 所 定 量 に 達 し た と き に 、 前 記 カ ー ト リ ッ ジ が 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ
ジ で あ る と 判 定 す る た め の 判 定 手 段 と 、
　 前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て は 、 画 像 形 成 に 使 用 さ れ
る の を 禁 止 す る 再 使 用 禁 止 手 段 と 、
　 前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て は 、 画 像 形 成 に 使 用 で き
な い こ と を 表 示 す る た め の 警 告 手 段 と か ら な る こ と を 特 徴 と す る 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ の
再 使 用 禁 止 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 カ ー ト リ ッ ジ モ リ を 持 っ て お り 、 前 記 測 定 手 段 は 、 前 記 現 像 ロ ー ラ の 回 転 を 検
出 す る 検 出 手 段 と 、 こ の 検 出 手 段 か ら の 信 号 か ら 求 め た 前 記 現 像 ロ ー ラ の 回 転 数 の 累 積 値
を 前 記 推 定 使 用 量 と し て 前 記 メ モ リ に 書 き 込 む 書 き 込 み 手 段 と を 持 っ て い る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 １ 記 載 の 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ の 再 使 用 禁 止 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 カ ー ト リ ッ ジ モ リ を 持 っ て お り 、 前 記 測 定 手 段 は 、 前 記 現 像 ロ ー ラ 、 帯 電 ロ ー
ラ 、 及 び 感 光 ド ラ ム の う ち の １ つ の 回 転 を 検 出 す る 検 出 手 段 と 、 こ の 検 出 手 段 か ら の 信 号
か ら 求 め た 、 回 転 数 の 累 積 値 を 前 記 推 定 使 用 量 と し て 前 記 メ モ リ に 書 き 込 む 書 き 込 み 手 段
と を 持 っ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ の 再 使 用 禁 止 装 置
。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 測 定 手 段 、 前 記 判 定 手 段 、 前 記 再 使 用 禁 止 手 段 、 及 び 前 記 警 告 手 段 は 、 前 記 カ ー ト

画 像 形 成 に 使 用 さ れ る 消 耗 品 と し て ト ナ ー を 収 納 す る 消 耗 品 収 納 室 ， 静 電 潜 像 を 形 成 す
る た め の 感 光 ド ラ ム ， こ の 感 光 ド ラ ム を 帯 電 さ せ る 帯 電 ロ ー ラ ， 前 記 感 光 ド ラ ム に ト ナ ー
を 付 着 さ せ て 前 記 静 電 潜 像 を 現 像 す る 現 像 ロ ー ラ を 有 す る カ ー ト リ ッ ジ が 、 使 用 済 み で あ
る か ど う か を 調 べ て そ の 再 使 用 を 禁 止 す る 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ の 再 使 用 禁 止 装 置 に お い
て 、
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リ ッ ジ に 設 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ ３ い ず れ か 記 載 の 使 用 済 み カ ー ト リ
ッ ジ の 再 使 用 禁 止 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　

こ の カ ー ト リ
ッ ジ が 着 脱 自 在 に セ ッ ト さ れ る 画 像 形 成 装 置 と を 含 む 画 像 形 成 シ ス テ ム に お い て 、
　 カ ー ト リ ッ ジ の 作 動 に 基 づ い て 、 前 記 消 耗 品 の 推 定 使 用 量 を 測 定 す る た め の 測 定 手
段 と 、
　 前 記 推 定 使 用 量 が 所 定 量 に 達 し た と き に 、 前 記 カ ー ト リ ッ ジ が 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ
ジ で あ る と 判 定 す る た め の 判 定 手 段 と 、
　 前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て は 、 画 像 形 成 に 使 用 さ れ
る の を 禁 止 す る 再 使 用 禁 止 手 段 と 、
　 前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て は 、 画 像 形 成 に 使 用 で き
な い こ と を 表 示 す る た め の 警 告 手 段 と を 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る 画 像 形 成 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 測 定 手 段 、 前 記 判 定 手 段 、 前 記 再 使 用 禁 止 手 段 、 及 び 前 記 警 告 手 段 は 、 前 記 カ ー ト
リ ッ ジ に 設 け ら れ て お り 、 前 記 カ ー ト リ ッ ジ モ リ を 持 っ て お り 、 前 記 測 定 手 段 は 、 前
記 現 像 ロ ー ラ と 、 帯 電 ロ ー ラ と 、 感 光 ド ラ ム の う ち の １ つ の 回 転 を 検 出 す る 検 出 手 段 と 、
こ の 検 出 手 段 か ら の 信 号 か ら 求 め た 回 転 数 の 累 積 値 を 前 記 推 定 使 用 量 と し て 前 記 メ モ リ に
書 き 込 む 書 き 込 み 手 段 と を 持 っ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ 記 載 の 画 像 形 成 シ ス テ ム
。
【 請 求 項 ７ 】
　

　 前 記 カ ー ト リ ッ ジ 内 に 収 納 さ れ 画 像 形 成 に 使 用 さ れ る 消 耗 品 の 残 量 を 直 接 に 調 べ る た め
の 測 定 手 段 と 、
　 前 記 測 定 手 段 で 調 べ た 前 記 消 耗 品 の 残 量 が 所 定 量 以 下 と な っ た と き に 、 前 記 カ ー ト リ ッ
ジ が 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ で あ る と 判 定 す る た め の 判 定 手 段 と 、
　 前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て は 、 画 像 形 成 に 使 用 さ れ
る の を 禁 止 す る 再 使 用 禁 止 手 段 と 、
　 前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て 、 画 像 形 成 に 使 用 で き な
い こ と を 表 示 す る た め の 警 告 手 段 と を 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ
の 再 使 用 禁 止 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】

記 測 定 手 段 は 、 前 記 消 耗 品 収 納 室 に 設 け ら れ 、 前 記 消 耗 品 の 残 量 を 光 学 的 に 測 定 す る
フ ォ ト セ ン サ ー を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ 記 載 の 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ の 再 使 用 禁
止 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 測 定 手 段 、 前 記 判 定 手 段 、 前 記 再 使 用 禁 止 手 段 、 及 び 前 記 警 告 手 段 は 、 前 記 カ ー ト
リ ッ ジ に 設 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ の
再 使 用 禁 止 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　

と 、 こ の カ ー ト リ
ッ ジ が 着 脱 自 在 に セ ッ ト さ れ る 画 像 形 成 装 置 と を 含 む 画 像 形 成 シ ス テ ム に お い て 、
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画 像 形 成 に 使 用 さ れ る 消 耗 品 と し て ト ナ ー を 収 納 す る 消 耗 品 収 納 室 ， 静 電 潜 像 を 形 成 す
る た め の 感 光 ド ラ ム ， こ の 感 光 ド ラ ム を 帯 電 さ せ る 帯 電 ロ ー ラ ， 前 記 感 光 ド ラ ム に ト ナ ー
を 付 着 さ せ て 前 記 静 電 潜 像 を 現 像 す る 現 像 ロ ー ラ を 有 す る カ ー ト リ ッ ジ と 、

前 記
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画 像 形 成 に 使 用 さ れ る 消 耗 品 と し て ト ナ ー を 収 納 す る 消 耗 品 収 納 室 ， 静 電 潜 像 を 形 成 す
る た め の 感 光 ド ラ ム ， こ の 感 光 ド ラ ム を 帯 電 さ せ る 帯 電 ロ ー ラ ， 前 記 感 光 ド ラ ム に ト ナ ー
を 付 着 さ せ て 前 記 静 電 潜 像 を 現 像 す る 現 像 ロ ー ラ を 有 す る カ ー ト リ ッ ジ が 、 使 用 済 み で あ
る か ど う か を 調 べ て そ の 再 使 用 を 禁 止 す る 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ の 再 使 用 禁 止 装 置 に お い
て 、

　 前

７ 又 は ８

画 像 形 成 に 使 用 さ れ る 消 耗 品 と し て ト ナ ー を 収 納 す る 消 耗 品 収 納 室 ， 静 電 潜 像 を 形 成 す
る た め の 感 光 ド ラ ム ， こ の 感 光 ド ラ ム を 帯 電 さ せ る 帯 電 ロ ー ラ ， 前 記 感 光 ド ラ ム に ト ナ ー
を 付 着 さ せ て 前 記 静 電 潜 像 を 現 像 す る 現 像 ロ ー ラ を 有 す る カ ー ト リ ッ ジ



　 前 記 カ ー ト リ ッ ジ 内 の 消 耗 品 の 残 量 を 直 接 に 調 べ る た め の 測 定 手 段 と 、
　 前 記 測 定 手 段 で 調 べ た 前 記 消 耗 品 の 残 量 が 、 所 定 量 以 下 と な っ た と き に 、 前 記 カ ー ト リ
ッ ジ が 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ で あ る と 判 定 す る た め の 判 定 手 段 と 、
　 前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て は 、 画 像 形 成 に 使 用 さ れ
る の を 禁 止 す る 再 使 用 禁 止 手 段 と 、
　 前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て 、 画 像 形 成 に 使 用 で き な
い こ と を 表 示 す る た め の 警 告 手 段 と を 備 え た 画 像 形 成 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 測 定 手 段 、 前 記 判 定 手 段 、 前 記 再 使 用 禁 止 手 段 、 及 び 前 記 警 告 手 段 は 、 前 記 カ ー ト
リ ッ ジ に 設 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の 画 像 形 成 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ２ 】

記 測 定 手 段 は 、 前 記 消 耗 品 収 納 室 に 設 け ら れ 、 前 記 消 耗 品 の 残 量 を 光 学 的 に 測 定 す る
フ ォ ト セ ン サ ー を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の 画 像 形 成 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　

　 カ ー ト リ ッ ジ 内 に 収 納 さ れ た 消 耗 品 の 推 定 残 量 を 測 定 す る た め の 測 定 手 段 と 、
　 前 記 推 定 残 量 が 所 定 量 以 下 と な っ た と き に 、 前 記 カ ー ト リ ッ ジ が 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ
ッ ジ で あ る と 判 定 す る た め の 判 定 手 段 と 、
　 前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て は 、 画 像 形 成 に 使 用 さ れ
る の を 禁 止 す る 再 使 用 禁 止 手 段 と 、
　 前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て は 、 画 像 形 成 に 使 用 で き
な い こ と を 表 示 す る た め の 警 告 手 段 と か ら な る こ と を 特 徴 と す る 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ の
再 使 用 禁 止 装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　

と 、 こ の カ ー ト リ
ッ ジ が 着 脱 自 在 に セ ッ ト さ れ る 画 像 形 成 装 置 と を 含 む 画 像 形 成 シ ス テ ム に お い て 、
　 カ ー ト リ ッ ジ の 作 動 に 基 づ い て 、 前 記 消 耗 品 の 推 定 残 量 を 測 定 す る た め の 測 定 手 段
と 、
　 前 記 推 定 残 量 が 所 定 量 以 下 と な っ た と き に 、 前 記 カ ー ト リ ッ ジ が 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ
ッ ジ で あ る と 判 定 す る た め の 判 定 手 段 と 、
　 前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て は 、 画 像 形 成 に 使 用 さ れ
る の を 禁 止 す る 再 使 用 禁 止 手 段 と 、
　 前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て は 、 画 像 形 成 に 使 用 で き
な い こ と を 表 示 す る た め の 警 告 手 段 と を 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る 画 像 形 成 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ５ 】
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　 前
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画 像 形 成 に 使 用 さ れ る 消 耗 品 と し て ト ナ ー を 収 納 す る 消 耗 品 収 納 室 ， 静 電 潜 像 を 形 成 す
る た め の 感 光 ド ラ ム ， こ の 感 光 ド ラ ム を 帯 電 さ せ る 帯 電 ロ ー ラ ， 前 記 感 光 ド ラ ム に ト ナ ー
を 付 着 さ せ て 前 記 静 電 潜 像 を 現 像 す る 現 像 ロ ー ラ を 有 す る カ ー ト リ ッ ジ が 、 使 用 済 み で あ
る か ど う か を 調 べ て そ の 再 使 用 を 禁 止 す る 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ の 再 使 用 禁 止 装 置 に お い
て 、
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画 像 形 成 に 使 用 さ れ る 消 耗 品 と し て ト ナ ー を 収 納 す る 消 耗 品 収 納 室 ， 静 電 潜 像 を 形 成 す
る た め の 感 光 ド ラ ム ， こ の 感 光 ド ラ ム を 帯 電 さ せ る 帯 電 ロ ー ラ ， 前 記 感 光 ド ラ ム に ト ナ ー
を 付 着 さ せ て 前 記 静 電 潜 像 を 現 像 す る 現 像 ロ ー ラ を 有 す る カ ー ト リ ッ ジ

前 記

カ ー ト リ ッ ジ 内 に 収 納 さ れ 画 像 形 成 に 使 用 さ れ る 消 耗 品 の 推 定 使 用 量 を 測 定 す る た め の
測 定 手 段 と 、

前 記 推 定 使 用 量 が 所 定 量 に 達 し た と き に 、 前 記 カ ー ト リ ッ ジ が 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ
ジ で あ る と 判 定 す る た め の 判 定 手 段 と 、

前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て は 、 画 像 形 成 に 使 用 さ れ
る の を 禁 止 す る 再 使 用 禁 止 手 段 と 、

前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て は 、 画 像 形 成 に 使 用 で き
な い こ と を 表 示 す る た め の 警 告 手 段 と か ら な る こ と を 特 徴 と す る 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ の
再 使 用 禁 止 装 置 。



【 請 求 項 １ ６ 】

【 請 求 項 １ ７ 】
　

　

　

　

　

【 請 求 項 １ ８ 】
　

　

　

　

【 請 求 項 １ ９ 】

【 請 求 項 ２ ０ 】

【 請 求 項 ２ １ 】
　

　
　

　

　

【 請 求 項 ２ ２ 】

【 請 求 項 ２ ３ 】

【 請 求 項 ２ ４ 】
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　 前 記 測 定 手 段 、 前 記 判 定 手 段 、 前 記 再 使 用 禁 止 手 段 、 及 び 前 記 警 告 手 段 は 、 前 記 カ ー ト
リ ッ ジ に 設 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ５ 記 載 の 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ の 再 使
用 禁 止 装 置 。

画 像 形 成 に 使 用 さ れ る 消 耗 品 を 収 納 す る カ ー ト リ ッ ジ と 、 こ の カ ー ト リ ッ ジ が 着 脱 自 在
に セ ッ ト さ れ る 画 像 形 成 装 置 と を 含 む 画 像 形 成 シ ス テ ム に お い て 、

カ ー ト リ ッ ジ の 作 動 に 基 づ い て 、 前 記 消 耗 品 の 推 定 使 用 量 を 測 定 す る た め の 測 定 手 段 と
、

前 記 推 定 使 用 量 が 所 定 量 に 達 し た と き に 、 前 記 カ ー ト リ ッ ジ が 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ
ジ で あ る と 判 定 す る た め の 判 定 手 段 と 、

前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て は 、 画 像 形 成 に 使 用 さ れ
る の を 禁 止 す る 再 使 用 禁 止 手 段 と 、

前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て は 、 画 像 形 成 に 使 用 で き
な い こ と を 表 示 す る た め の 警 告 手 段 と を 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る 画 像 形 成 シ ス テ ム 。

カ ー ト リ ッ ジ 内 に 収 納 さ れ 画 像 形 成 に 使 用 さ れ る 消 耗 品 の 残 量 を 直 接 に 調 べ る た め の 測
定 手 段 と 、

前 記 測 定 手 段 で 調 べ た 前 記 消 耗 品 の 残 量 が 所 定 量 以 下 と な っ た と き に 、 前 記 カ ー ト リ ッ
ジ が 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ で あ る と 判 定 す る た め の 判 定 手 段 と 、

前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て は 、 画 像 形 成 に 使 用 さ れ
る の を 禁 止 す る 再 使 用 禁 止 手 段 と 、

前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て 、 画 像 形 成 に 使 用 で き な
い こ と を 表 示 す る た め の 警 告 手 段 と を 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ
の 再 使 用 禁 止 装 置 。

　 前 記 測 定 手 段 は 、 前 記 消 耗 品 収 納 室 に 設 け ら れ 、 前 記 消 耗 品 の 残 量 を 光 学 的 に 測 定 す る
フ ォ ト セ ン サ ー を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ８ 記 載 の 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ の 再 使 用
禁 止 装 置 。

　 前 記 測 定 手 段 、 前 記 判 定 手 段 、 前 記 再 使 用 禁 止 手 段 、 及 び 前 記 警 告 手 段 は 、 前 記 カ ー ト
リ ッ ジ に 設 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ８ 又 は １ ９ 記 載 の 使 用 済 み カ ー ト リ ッ
ジ の 再 使 用 禁 止 装 置 。

画 像 形 成 に 使 用 さ れ る 消 耗 品 を 収 納 す る カ ー ト リ ッ ジ と 、 こ の カ ー ト リ ッ ジ が 着 脱 自 在
に セ ッ ト さ れ る 画 像 形 成 装 置 と を 含 む 画 像 形 成 シ ス テ ム に お い て 、

前 記 カ ー ト リ ッ ジ 内 の 消 耗 品 の 残 量 を 直 接 に 調 べ る た め の 測 定 手 段 と 、
前 記 測 定 手 段 で 調 べ た 前 記 消 耗 品 の 残 量 が 、 所 定 量 以 下 と な っ た と き に 、 前 記 カ ー ト リ

ッ ジ が 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ で あ る と 判 定 す る た め の 判 定 手 段 と 、
前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て は 、 画 像 形 成 に 使 用 さ れ

る の を 禁 止 す る 再 使 用 禁 止 手 段 と 、
前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て 、 画 像 形 成 に 使 用 で き な

い こ と を 表 示 す る た め の 警 告 手 段 と を 備 え た 画 像 形 成 シ ス テ ム 。

　 前 記 測 定 手 段 、 前 記 判 定 手 段 、 前 記 再 使 用 禁 止 手 段 、 及 び 前 記 警 告 手 段 は 、 前 記 カ ー ト
リ ッ ジ に 設 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ １ 記 載 の 画 像 形 成 シ ス テ ム 。

　 前 記 測 定 手 段 は 、 前 記 消 耗 品 収 納 室 に 設 け ら れ 、 前 記 消 耗 品 の 残 量 を 光 学 的 に 測 定 す る
フ ォ ト セ ン サ ー を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ １ 又 は ２ ２ 記 載 の 画 像 形 成 シ ス テ ム 。



　

　

　

　

【 請 求 項 ２ ５ 】
　

　
　

　

　

【 請 求 項 ２ ６ 】

【 請 求 項 ２ ７ 】

【 請 求 項 ２ ８ 】

【 請 求 項 ２ ９ 】
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カ ー ト リ ッ ジ 内 に 収 納 さ れ 画 像 形 成 に 使 用 さ れ る 消 耗 品 の 推 定 残 量 を 測 定 す る た め の 測
定 手 段 と 、

前 記 推 定 残 量 が 所 定 量 以 下 と な っ た と き に 、 前 記 カ ー ト リ ッ ジ が 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ
ッ ジ で あ る と 判 定 す る た め の 判 定 手 段 と 、

前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て は 、 画 像 形 成 に 使 用 さ れ
る の を 禁 止 す る 再 使 用 禁 止 手 段 と 、

前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て は 、 画 像 形 成 に 使 用 で き
な い こ と を 表 示 す る た め の 警 告 手 段 と か ら な る こ と を 特 徴 と す る 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ の
再 使 用 禁 止 装 置 。

画 像 形 成 に 使 用 さ れ る 消 耗 品 を 収 納 す る カ ー ト リ ッ ジ と 、 こ の カ ー ト リ ッ ジ が 着 脱 自 在
に セ ッ ト さ れ る 画 像 形 成 装 置 と を 含 む 画 像 形 成 シ ス テ ム に お い て 、

カ ー ト リ ッ ジ の 作 動 に 基 づ い て 、 前 記 消 耗 品 の 推 定 残 量 を 測 定 す る た め の 測 定 手 段 と 、
前 記 推 定 残 量 が 所 定 量 以 下 と な っ た と き に 、 前 記 カ ー ト リ ッ ジ が 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ

ッ ジ で あ る と 判 定 す る た め の 判 定 手 段 と 、
前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て は 、 画 像 形 成 に 使 用 さ れ

る の を 禁 止 す る 再 使 用 禁 止 手 段 と 、
前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て は 、 画 像 形 成 に 使 用 で き

な い こ と を 表 示 す る た め の 警 告 手 段 と を 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る 画 像 形 成 シ ス テ ム 。

　 画 像 形 成 に 使 用 さ れ る 消 耗 品 と し て ト ナ ー を 収 納 す る 消 耗 品 収 納 室 ， 静 電 潜 像 を 形 成 す
る た め の 感 光 ド ラ ム ， こ の 感 光 ド ラ ム を 帯 電 さ せ る 帯 電 ロ ー ラ ， 前 記 感 光 ド ラ ム に ト ナ ー
を 付 着 さ せ て 前 記 静 電 潜 像 を 現 像 す る 現 像 ロ ー ラ を 有 す る カ ー ト リ ッ ジ が 交 換 可 能 に 装 填
さ れ る 画 像 形 成 装 置 に お い て 、
　 前 記 カ ー ト リ ッ ジ 内 に 収 納 さ れ た 前 記 消 耗 品 の 推 定 使 用 量 を 測 定 す る た め の 測 定 手 段 と
、
　 前 記 推 定 使 用 量 が 所 定 量 に 達 し た と き に 、 前 記 カ ー ト リ ッ ジ が 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ
ジ で あ る と 判 定 す る た め の 判 定 手 段 と 、
　 前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て は 、 画 像 形 成 に 使 用 さ れ
る の を 禁 止 す る 再 使 用 禁 止 手 段 と 、
　 前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て は 、 画 像 形 成 に 使 用 で き
な い こ と を 表 示 す る た め の 警 告 手 段 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 画 像 形 成 装 置 。

　 前 記 カ ー ト リ ッ ジ は メ モ リ を 持 っ て お り 、 前 記 測 定 手 段 は 、 前 記 現 像 ロ ー ラ の 回 転 を 検
出 す る 検 出 手 段 と 、 こ の 検 出 手 段 か ら の 信 号 か ら 求 め た 前 記 現 像 ロ ー ラ の 回 転 数 の 累 積 値
を 前 記 推 定 使 用 量 と し て 前 記 メ モ リ に 書 き 込 む 書 き 込 み 手 段 と を 持 っ て い る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 ２ ６ 記 載 の 画 像 形 成 装 置 。

　 前 記 カ ー ト リ ッ ジ は メ モ リ を 持 っ て お り 、 前 記 測 定 手 段 は 、 前 記 現 像 ロ ー ラ 、 帯 電 ロ ー
ラ 、 及 び 感 光 ド ラ ム の う ち の １ つ の 回 転 を 検 出 す る 検 出 手 段 と 、 こ の 検 出 手 段 か ら の 信 号
か ら 求 め た 、 回 転 数 の 累 積 値 を 前 記 推 定 使 用 量 と し て 前 記 メ モ リ に 書 き 込 む 書 き 込 み 手 段
と を 持 っ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ６ 記 載 の 画 像 形 成 装 置 。

　 画 像 形 成 に 使 用 さ れ る 消 耗 品 と し て ト ナ ー を 収 納 す る 消 耗 品 収 納 室 ， 静 電 潜 像 を 形 成 す
る た め の 感 光 ド ラ ム ， こ の 感 光 ド ラ ム を 帯 電 さ せ る 帯 電 ロ ー ラ ， 前 記 感 光 ド ラ ム に ト ナ ー
を 付 着 さ せ て 前 記 静 電 潜 像 を 現 像 す る 現 像 ロ ー ラ を 有 す る カ ー ト リ ッ ジ が 交 換 可 能 に 装 填
さ れ る 画 像 形 成 装 置 に お い て 、
　 前 記 カ ー ト リ ッ ジ 内 に 収 納 さ れ 画 像 形 成 に 使 用 さ れ る 消 耗 品 の 残 量 を 直 接 に 調 べ る た め
の 測 定 手 段 と 、
　 前 記 測 定 手 段 で 調 べ た 前 記 消 耗 品 の 残 量 が 所 定 量 以 下 と な っ た と き に 、 前 記 カ ー ト リ ッ



【 請 求 項 ３ ０ 】

【 請 求 項 ３ １ 】
　

　

【 請 求 項 ３ ２ 】

【 請 求 項 ３ ３ 】

【 請 求 項 ３ ４ 】

【 請 求 項 ３ ５ 】
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ジ が 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ で あ る と 判 定 す る た め の 判 定 手 段 と 、
　 前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て は 、 画 像 形 成 に 使 用 さ れ
る の を 禁 止 す る 再 使 用 禁 止 手 段 と 、
　 前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て 、 画 像 形 成 に 使 用 で き な
い こ と を 表 示 す る た め の 警 告 手 段 と を 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る 画 像 形 成 装 置 。

　 前 記 測 定 手 段 は 、 前 記 消 耗 品 の 残 量 を 光 学 的 に 測 定 す る フ ォ ト セ ン サ ー を 含 む こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 ２ ９ 記 載 の 画 像 形 成 装 置 。

画 像 形 成 に 使 用 さ れ る 消 耗 品 と し て ト ナ ー を 収 納 す る 消 耗 品 収 納 室 ， 静 電 潜 像 を 形 成 す
る た め の 感 光 ド ラ ム ， こ の 感 光 ド ラ ム を 帯 電 さ せ る 帯 電 ロ ー ラ ， 前 記 感 光 ド ラ ム に ト ナ ー
を 付 着 さ せ て 前 記 静 電 潜 像 を 現 像 す る 現 像 ロ ー ラ を 有 す る カ ー ト リ ッ ジ が 交 換 可 能 に 装 填
さ れ る 画 像 形 成 装 置 に お い て 、

前 記 カ ー ト リ ッ ジ 内 に 収 納 さ れ た 前 記 消 耗 品 の 推 定 残 量 を 測 定 す る た め の 測 定 手 段 と 、
　 前 記 推 定 残 量 が 所 定 量 以 下 と な っ た と き に 、 前 記 カ ー ト リ ッ ジ が 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ
ッ ジ で あ る と 判 定 す る た め の 判 定 手 段 と 、
　 前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て は 、 画 像 形 成 に 使 用 さ れ
る の を 禁 止 す る 再 使 用 禁 止 手 段 と 、
　 前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て は 、 画 像 形 成 に 使 用 で き
な い こ と を 表 示 す る た め の 警 告 手 段 と か ら な る こ と を 特 徴 と す る 画 像 形 成 装 置 。

　 画 像 形 成 に 使 用 さ れ る 消 耗 品 を 収 納 す る カ ー ト リ ッ ジ が 交 換 可 能 に 装 填 さ れ る 画 像 形 成
装 置 に お い て 、
　 前 記 カ ー ト リ ッ ジ 内 に 収 納 さ れ た 前 記 消 耗 品 の 推 定 使 用 量 を 測 定 す る た め の 測 定 手 段 と
、
　 前 記 推 定 使 用 量 が 所 定 量 に 達 し た と き に 、 前 記 カ ー ト リ ッ ジ が 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ
ジ で あ る と 判 定 す る た め の 判 定 手 段 と 、
　 前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て は 、 画 像 形 成 に 使 用 さ れ
る の を 禁 止 す る 再 使 用 禁 止 手 段 と 、
　 前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て は 、 画 像 形 成 に 使 用 で き
な い こ と を 表 示 す る た め の 警 告 手 段 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 画 像 形 成 装 置 。

　 画 像 形 成 に 使 用 さ れ る 消 耗 品 を 収 納 す る カ ー ト リ ッ ジ が 交 換 可 能 に 装 填 さ れ る 画 像 形 成
装 置 に お い て 、
　 前 記 カ ー ト リ ッ ジ 内 に 収 納 さ れ 画 像 形 成 に 使 用 さ れ る 消 耗 品 の 残 量 を 直 接 に 調 べ る た め
の 測 定 手 段 と 、
　 前 記 測 定 手 段 で 調 べ た 前 記 消 耗 品 の 残 量 が 所 定 量 以 下 と な っ た と き に 、 前 記 カ ー ト リ ッ
ジ が 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ で あ る と 判 定 す る た め の 判 定 手 段 と 、
　 前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て は 、 画 像 形 成 に 使 用 さ れ
る の を 禁 止 す る 再 使 用 禁 止 手 段 と 、
　 前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て 、 画 像 形 成 に 使 用 で き な
い こ と を 表 示 す る た め の 警 告 手 段 と を 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る 画 像 形 成 装 置 。

　 前 記 測 定 手 段 は 、 前 記 消 耗 品 の 残 量 を 光 学 的 に 測 定 す る フ ォ ト セ ン サ ー を 含 む こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 ３ ３ 記 載 の 画 像 形 成 装 置 。

画 像 形 成 に 使 用 さ れ る 消 耗 品 を 収 納 す る カ ー ト リ ッ ジ が 交 換 可 能 に 装 填 さ れ る 画 像 形 成
装 置 に お い て 、

前 記 カ ー ト リ ッ ジ 内 に 収 納 さ れ た 前 記 消 耗 品 の 推 定 残 量 を 測 定 す る た め の 測 定 手 段 と 、
　 前 記 推 定 残 量 が 所 定 量 以 下 と な っ た と き に 、 前 記 カ ー ト リ ッ ジ が 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ
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ッ ジ で あ る と 判 定 す る た め の 判 定 手 段 と 、
　 前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て は 、 画 像 形 成 に 使 用 さ れ
る の を 禁 止 す る 再 使 用 禁 止 手 段 と 、
　 前 記 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 前 記 使 用 済 み カ ー ト リ ッ ジ に 対 し て は 、 画 像 形 成 に 使 用 で き
な い こ と を 表 示 す る た め の 警 告 手 段 と か ら な る こ と を 特 徴 と す る 画 像 形 成 装 置 。
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